
亀 山 市犯 罪 の な い 安 全 で安 心 な ま ち づ く り条 例 （ 案 ）  

 

（ 目 的）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、犯 罪の な い 安 全 で 安心 な ま ち づ く り（ 以下「 安

全 で 安心 な ま ち づ く り」と い う 。）に 関 し、基 本 理 念 を 定 め、市 、

市 民 、事 業 者 、 地 域 活 動団 体 及 び 関 係 行 政機 関 の 責 務 を 明 らか に

す る とと も に 、 犯 罪 の 発生 を 未 然 に 防 止 する 環 境 を 整 備 す るた め

に 必 要な 事 項 を 定 め る こと に よ り 、 安 全 で安 心 な ま ち づ く りを 推

進 し 、も っ て 安 全 で 安 心し て 暮 ら す こ と がで き る 地 域 社 会 の実 現

を 図 るこ と を 目 的 と す る。  

（ 定 義）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お いて 、 次 の 各 号 に 掲げ る 用 語 の 意 義 は、 当 該

各 号 に定 め る と こ ろ に よる 。  

（ １ ）市 民  市 内 に 居 住し 、 在 勤 し 、 又 は在 学 す る 者 を い う。    

（ ２ ） 事業 者  市 内 に おい て 事 業 を 行 う 個人 、法 人 そ の 他 の団 体（ 次

号 に 掲げ る も の を 除 く 。） を い う 。  

（ ３ ）地 域 活 動 団 体  自治 会 、 コ ミ ュ ニ ティ 組 織 、 市 民 活 動団 体 そ

の 他 地域 で 活 動 す る 団 体を い う 。  

（ ４ ）関 係 行 政 機 関  警察 署 そ の 他 の 行 政機 関 を い う 。  

 （ 基本 理 念 ）  

第 ３ 条  安 全 で 安 心 な まち づ く り は 、 市 、市 民 、 事 業 者 、 地域 活 動

団 体 及び 関 係 行 政 機 関 がそ れ ぞ れ の 責 務 を認 識 し た 上 で 、 相互 に

連 携 し、 及 び 協 力 し て 推進 さ れ な け れ ば なら な い 。  

 （ 市の 責 務 ）  

第 ４ 条  市 は 、 安 全 で 安心 な ま ち づ く り を推 進 す る た め 、 必要 な 施

策 を 総合 的 に 実 施 す る もの と す る 。  

 （ 市民 の 責 務 ）  

第 ５ 条  市 民 は 、 地 域 にお け る 相 互 の 連 帯意 識 を 高 め 、 自 らの 安 全

を 確 保す る よ う 努 め る もの と す る 。  

 （ 事業 者 の 責 務 ）  

第 ６ 条  事 業 者 は 、 地 域社 会 の 一 員 と し て、 安 全 で 安 心 な まち づ く  



り の ため の 自 主 的 な 活 動を 推 進 す る よ う 努め る も の と す る 。  

 （ 地域 活 動 団 体 の 責 務）  

第 ７ 条  地 域 活 動 団 体 は、 安 全 で 安 心 な まち づ く り の た め の自 主 的

な 活 動を 推 進 す る と と もに 、 そ の 活 動 へ の市 民 及 び 事 業 者 の参 加

を 促 進す る よ う 努 め る もの と す る 。  

 （ 関係 行 政 機 関 の 責 務）  

第 ８ 条  関 係 行 政 機 関 は 、安 全で 安 心 な まち づ く り を 推 進 する た め 、

市 、 市民 、 事 業 者 及 び 地域 活 動 団 体 に 対 し防 犯 に 関 す る 情 報を 提

供 す る等 必 要 な 措 置 を 講ず る も の と す る 。  

 （ 推進 体 制 の 整 備 ）  

第 ９ 条  市 及 び 関 係 行 政機 関 は 、 安 全 で 安心 な ま ち づ く り を推 進 す

る た めに 、 市 、 市 民 、 事業 者 、 地 域 活 動 団体 及 び 関 係 行 政 機関 が

連 携 し、 及 び 協 力 す る こと が で き る 体 制 を整 備 す る も の と する 。  

 （ 広報 啓 発 ）  

第 １ ０条  市 及 び 関 係 行政 機 関 は 、 防 犯 意識 の 高 揚 を 図 る ため 、 市

民 、事業 者 及 び 地 域 活 動団 体（ 以 下「 市 民等 」と い う 。）に 対し 、

防 犯 に関 す る 広 報 及 び 啓発 を 行 う も の と する 。  

 （ 防犯 環 境 の 整 備 ）  

第 １ １条  市 及 び 関 係 行政 機 関 は 、 犯 罪 の発 生 を 未 然 に 防 止す る 環

境 を 整備 す る た め 、 次 の事 項 に つ い て 、 相互 に 連 携 し 、 及 び協 力

し て 取り 組 む も の と す る。  

（ １ ）市 民 等 に よ る 防 犯 に 関 す る 活 動 に 対す る 支 援  

（ ２ ）防 犯 に 関 す る 相 談体 制 の 充 実  

（ ３ ）前 ２ 号 に 定 め る もの の ほ か 、 犯 罪 の発 生 を 未 然 に 防 止す る 環

境 を 整備 す る た め に 必 要な 事 項  

２  市民 等 は 、 前 項 に 規定 す る 取 組 に 対 し、 積 極 的 に 参 加 し、 及 び

協 力 する よ う 努 め る も のと す る 。  

 （ 委任 ）  

第 １ ２条  こ の 条 例 の 施行 に 関 し 必 要 な 事項 は 、市 長 が 別 に 定 め る 。 

附  則  

こ の 条例 は 、 平 成 ２ ６ 年４ 月 １ 日 か ら 施 行す る 。  


